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当社製品の輸出規制に係る該非判定結果 

 

拝啓、 貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高

配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、この度お問い合わせいただきました標記の件につきまして、下記の通りご報告いたしま

すので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

下記弊社製品の輸出貿易管理令（輸出令）別表第１、第２、外国為替令（外為令）別表および

米国再輸出規則に基づき該非判定した結果を報告いたします。 

No. 型名・品名 

輸出管理令別表第 1 輸出管理令

別表第 2 

(判定) 

外為令別表* 
米国再輸出 

規則（EAR） 
1～15 項 

（判定項番/判定） 

16 項 

(判定) 

1～15 項 

（判定） 

16 項 

（判定） 

1 

FUJINON FA,MV LENS 

HF-SA シリーズ 

HF12.5SA-1 

10 の項 

(5), (6), (7) 
非該当 該当 対象外 非該当 該当 規制対象外※※ 

2 

FUJINON FA,MV LENS 

HF-SA シリーズ 

HF16SA-1 

3 

FUJINON FA,MV LENS 

HF-SA シリーズ 

HF25SA-1 

4 

FUJINON FA,MV LENS 

HF-SA シリーズ 

HF35SA-1 

5 

FUJINON FA,MV LENS 

HF-SA シリーズ 

HF50SA-1 

6 

FUJINON FA,MV LENS 

HF-SA シリーズ 

HF75SA-1 

※  2026 年 2 月 14 日施行の法令に基づいています。法令が改正されるまで有効です。 

※※本製品の米国産品比率は 10%％未満で、米国再輸出規制の対象外となります。                         以上 

 


